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告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第431号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第101条第１項の規定により、山形県議会定例会を令和６年６月18日山形市

に招集する。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第432号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、田郎堰土地改良区の次の役員が退任した旨の

届出があった。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

県 章

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 事 小 松 栄 富 最上郡真室川町大字大沢381番地

同 佐 藤 信 弥 同　　　　　　　　　　679番地
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山形県告示第433号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、田郎堰土地改良区の役員に次の者が就任した

旨の届出があった。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第434号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　庄内赤川土地改良区

２　事務所の所在地

　　鶴岡市馬場町７番35号

３　認可年月日

　　令和６年５月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同 佐 藤 慎 一 同　　　　　　　　　　1075番地

同 小 松 一 弥 同　　　　　　　　　　933番地　 

同 姉 崎 治 一 同　　　　　　　　　　178番地

監 事 髙 橋 　 明 同　　　　　　　　　　232－２番地

同 佐 藤 範 男 同　　　　　　　　　　816番地

理事及び監事の別 氏　　　　　　名 住 所

理 事 小 松 栄 富 最上郡真室川町大字大沢381番地

同 佐 藤 信 弥 同　　　　　　　　　　679番地

同 佐 藤 慎 一 同　　　　　　　　　　1075番地

同 小 松 一 弥 同　　　　　　　　　　933番地　 

同 姉 崎 治 一 同　　　　　　　　　　178番地

監 事 髙 橋 　 明 同　　　　　　　　　　232－２番地

同 佐 藤 範 男 同　　　　　　　　　　816番地
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山形県告示第435号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　土地改良区の名称

　　日向川土地改良区

２　事務所の所在地

　　酒田市市条字村ノ前68番地の１

３　認可年月日

　　令和６年５月30日

　教育委員会関係　

告　　　　　示

山形県教育委員会告示第９号

　山形県教育委員会６月定例会を次のとおり招集した。

　　令和６年６月11日

山 形 県 教 育 委 員 会 　　　　　　　　

教 育 長　　髙　　　橋　　　広　　　樹

１　招集の日時　　令和６年６月13日（木）　午後２時

２　招集の場所　　山形市松波二丁目８番１号

　　　　　　　　　山形県庁舎教育委員室

３　議　　題

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づく意見について

 　　　　　　　　　　　　

公　　　　　告
 　　　　　　　　　　　　

　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る特定役務の名称及び数量　

　　山形県次期基幹高速通信ネットワーク再構築に係る基本設計業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県みらい企画創造部ＤＸ推進課デジタル基盤整備担当

　　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)3198

３　落札者を決定した日　令和６年５月28日

４　落札者の名称及び所在地

　　ネットワンシステムズ株式会社　東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー

５　落札金額　54,406,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日　

　　令和６年４月９日　
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　特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

　なお、この落札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第372号）第１条に規定する協定その他の国際約束の適用を受ける。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　落札に係る特定役務の名称及び数量　

　　山形県基幹サーバ等再構築及び運用管理業務　一式

２　特定調達契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　山形県みらい企画創造部ＤＸ推進課デジタル基盤整備担当

　　山形市松波二丁目８番１号　電話番号023(630)3198

３　落札者を決定した日　令和６年５月28日

４　落札者の名称及び所在地

　　日本電気株式会社山形支店　山形市十日町二丁目４番19号

５　落札金額　4,026,000,000円

６　特定調達契約の相手方を決定した手続　一般競争入札

７　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項の規定による公告を行った日　

　　令和６年４月９日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

　なお、関係書類は、産業労働部商業振興・経営支援課及び山形市役所において令和６年10月11日まで縦覧に供す

る。

　　令和６年６月11日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　南館複合店舗

　　山形市南館五丁目1097番１

２　変更した事項

(1) 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）縦覧に供する届出書のとおり

　　（変更後）縦覧に供する届出書のとおり

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　（変更前）縦覧に供する届出書のとおり

　　（変更後）縦覧に供する届出書のとおり

３　変更年月日

縦覧に供する届出書のとおり

４　届出年月日

令和６年５月20日

５　その他

この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、令和６年10月11日までに知事に提出することができ

る。

(1) 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

(2) 意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

(3) 意見
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正　　　　　誤

発行年月日
県公報

番　号
ページ 行 誤 正

令和 6. 3.29 第490号 387 下から16 「通報」を「通報するものと」 「通報する」を「通報するも

のとする」
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